
・国または地方公共団体の機関による閲覧（住民基本台帳法第11条）

閲覧目的 根拠となる法令

6月6日 自衛隊福岡地方協力本部 募集に関する広報宣伝 自衛隊法施行令第119条
篠栗町に在住し、平成17年4月2日～平成18
年4月1日までに生まれた男子並びに女子（日
本人住民に限る）

322

・個人または法人の申し出による閲覧状況（住民基本台帳法第11条の2）

9月20日 一般社団法人　新情報センター
中央4丁目2番～12番
平成20年10月31日以前に出生の男女
（令和5年11月1日に15歳以上の一般個人）

25

●問い合わせ  役場住民課　戸籍住民係

閲覧年月日 機関の名称
請求事由の概要

件数

閲覧した住民の範囲 件数

「令和5年度消費者意識基本調査」　の対象者名簿作成の為

住民基本台帳の閲覧状況(令和5年4月～令和6年3月）

住民基本台帳の一部の写しの閲覧状況を公表します。

閲覧年月日 閲覧者（受託者） 利用目的の概要 閲覧した住民の範囲


